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いよいよ加速してきた「医師の働き方改革」（4回シリーズ）

〜第１回　医師の働き方改革の当面の見通しについて〜

鹿児島県医療勤務環境改善支援センター　労務管理アドバイザー
特定社会保険労務士　産業カウンセラー　新屋　尋崇

1. はじめに

　今月号から、4回に渡って、主に「医師
の働き方改革の推進に関する検討会 中
間とりまとめ」（2020年12月
22日公表）より、医師の働
き方改革の当面の見通しに
ついて（今月号）、医師労働
時間短縮計画について（3月
号）、評価機能による評価
について（4月号）、及び複
数医療機関に勤務する医師
に係る取扱いについて（5月
号）ご紹介させていただきま
す。医療機関において医師
の労働時間短縮を進める際
のご参考、及び医師の働き
方改革に関する検討の状況
や今後の見通しの把握等の
ご参考にしていただけたら
と思います。

2.医師の時間外労働規制

　まず、医師の時間外労働
規制について簡単にご説明
申し上げます。「医師の働き
方改革に関する検討会」報告
書（2019年3月）では、2024年
4月から施行される診療に
従事する勤務医の時間外労

働上限規制について、年間の時間外・休
日労働の上限を、原則として960時間以下
とします（以下「A水準」という）。しかし、

（医師の働き方改革の推進に関する検討会　

中間とりまとめの公表について より）
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地域医療における必要性等の理由がある
場合は、「地域医療確保暫定特例水準

（※）」として、また、一定の期間集中的
に技能向上のための診療を必要とする場
合は、「集中的技能向上水準」（以下「C水

準」という）として、都道府県知事が指定
する医療機関について、年間1,860時間
まで時間外・休日労働が認められること
とされています。

　※地域医療確保暫定特例水準…「医師の働き方改革の推進に関する検討会」中間
とりまとめにおいて、「地域医療確保暫定特例水準」の中に、地域医療提供体制の
確保の観点から必須とされる機能を果たすために、当該医療機関における時間外・
休日労働が年960時間を超えざるを得ない場合に上限を年1,860時間とする水準（以
下「B水準」という）に加えて、地域医療提供体制の確保のために他の医療機関に派遣
され、当該副業・兼業先での労働時間と通算した時間外・休日労働が年960時間を
超えざるを得ない場合に通算の上限を年1,860時間とする水準（以下「連携B水準」と
いう）を設けることとされています。

 　この「B水準」、「連携B水準」及び「C水
準」の対象要件に個々の医療機関が該当
するか否かについては、医療機関におけ
る医師の長時間労働の実態及び労働時間
短縮の取組状況について、評価機能（※）
による評価を実施し、その結果等を踏ま

えて都道府県が指定（有効期間3年）する
こととされています。（なお、その評価
の基礎ともなるものが、医師労働時間短
縮計画（以下「計画」という）です。計画と
は、実際に医師の労働時間を短縮してい
くために、医療機関内で取り組める事項

（医師の働き方改革の推進に関する検討会　中間とりまとめの公表について より）
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について作成し、PDCAサイクルによる
取組を進めていくためのもので、評価機
能が行う長時間労働の実態及び労働時間
短縮の取組状況の評価の基礎ともなるも
のです。策定義務対象医療機関は、年間
の時間外・休日労働時間数が960時間を
超える医師の勤務する医療機関で、2021

年10月 か ら2022年9月 末 ま で（ 予 定（（ 見
込）））に計画を策定し、策定後、医療機
関が所在する都道府県に提出する必要が
あるとされます。また、毎年、定期的に実
績を踏まえて必要な見直しを行い、毎年、
都道府県に提出するとされます。計画につ
いては、3月号でご紹介いたします）。

　ここで、A水準以外の各水準は、指定
を受けた医療機関に所属する全ての医師
に適用されるのではなく、指定される事
由となった業務やプログラム等に従事す
る医師にのみ適用され、所属する医師に
異なる水準を適用させるためには、医療
機関はそれぞれの水準についての指定を
受ける必要があることに注意が必要です。

　また、2023年度中にB・連携B・C指
定を受けるため、医療機関は2022年度中
に受審する評価機能による評価の基礎と
なる労働時間短縮計画に基づくPDCAサ
イクルによる労働時間短縮の取組を、
2021年度中に開始する必要があるとさ
れています。

　※評価機能…各医療機関の労働時間短縮の実績と取組を分析・評価することを
主な業務とする機関となる予定です。B・連携B・C水準の対象医療機関（2024年4
月より前の時点においてはB・連携B・C水準の対象医療機関としての指定申請を
予定している医療機関）が評価の対象とされます。評価機能による評価については、
4月号でご紹介いたします。

（医師の働き方改革の推進に関する検討会　中間とりまとめの公表について より）
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（医師の働き方改革の推進に関する検討会　中間とりまとめの公表について より）

（医師の働き方改革の推進に関する検討会　中間とりまとめの公表について より）
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（医師の働き方改革の推進に関する検討会　中間とりまとめの公表について より）

（医師の働き方改革の推進に関する検討会　中間とりまとめの公表について より）
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　そして、2024年4月の上限規制の適用
開始までに着実に医師の労働時間を短縮
し、2035年度末までにB・連携B水準を
廃止するという目標を達成するために
も、医師労働時間短縮目標ラインを設定
し、当該目標ラインを目安に、各医療機
関は医師の労働時間の短縮に向けた取組
や計画を少なくとも年1回点検し、必要
な改善を行うとされています。
 
3.追加的健康確保措置について

　一般の労働者に適用される時間外労働
の上限を超えて医師が働かざるを得ない
場合、一般の労働者について限度時間を
超えて労働させる場合に求められている
健康福祉確保措置に加えた措置（追加的
健康確保措置）が講じられます。
　具体的には、追加的健康確保措置①（連
続勤務時間制限・勤務間インターバル・
代償休息）と追加的健康確保措置②（医師

による面接指導、結果を踏まえた就業上
の措置）等が設けられます。A水準の適
用となる医師を雇用する医療機関の管理
者に、当該医師に対する追加的健康確保
措置①の努力義務と追加的健康確保措置
②の義務が課され、B・連携 B・C 水準
の適用となる医師を雇用する医療機関の
管理者に、当該医師に対する追加的健康
確保措置①の義務と追加的健康確保措置
②の義務が課されます。
　また、当月の時間外・休日労働が155
時間を超えた場合には、A・B・連携B・
Cいずれの水準の適用医師にも、時間外
労働の制限等、労働時間を短縮するため
の具体的取組を講じることとなります。
　これらの追加的健康確保措置について
は、診療に従事する勤務医に対して適用
され、医療法において位置づけられる予
定です。なお、面接指導は医療法におい
て位置づけられることと併せて、労働安

（医師の働き方改革の推進に関する検討会　中間とりまとめの公表について より）
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全衛生法の面接指導とし
ても位置づけられ、衛生委
員会による調査審議等が
及ぶ方向で検討されてい
ます。
　また、履行確保の枠組
みについては、医事法制・
医療政策における義務等
であることから、都道府
県が追加的健康確保措置
の実施を確認することと
なりますが、その際、医
療法第25条第1項に規定す
る立入検査の中で確認す
ることとなります。
　なお、追加的健康確保
措置の実施に関しては、
年に1回の医師労働時間短
縮計画の策定時に医師を
含む各職種が参加する合
議体で確認されるととも
に、3年に1回の評価機能
の評価受審時にも確認さ
れることとなります。加え
て、衛生委員会や院内の働
き方改革検討委員会等の場
で定期的に確認を行うこと
が望ましいとされます。

4.おわりに

　今月号では、医師の働き方改革の当面の
見通しについてご紹介させていただきまし
た。医師の労働時間短縮を進める際などの
ご参考、及び医師の働き方改革に関する検
討の状況や今後の見通しの把握等のご参考
にしていただければと思います。
　来月号では、医師労働時間短縮計画に
ついて、ご紹介させていただきます。
ご相談や支援要請は、鹿児島県医療勤務

環境改善支援センター（TEL：099-813-
7731）までぜひご連絡ください。

5.参考・引用

　厚生労働省　医師の働き方改革の推進
に関する検討会　中間とりまとめの公表
について

（ht t p s：//www .mh lw . g o . j p / s t f /
newpage_15655.html）

（医師の働き方改革の推進に関する検討会　　　　　　
　　　　　　　中間とりまとめの公表について より）


